
第 4号様式                                                                                                                                                                                            

       海外旅行 あ            旅 行 業 務 取 扱 料 金 
旅行業法の定めに基づき、旅行業務取扱料金として下記の料金（消費税込み）を申し受けます。 

 

 

手配旅行に係る取扱料金 

内 容 料 金 

手 配 料 金 

運送機関と宿泊機関

等との手配が複合し

た場合 

８人以上の団体手配旅行の場合 旅行費用総額の     上限 20％ 

個人（上記以外の場合） 
1 件につき 2,200 円～手配総

額の 20％まで 

運送機関、宿泊機関等の予約・手配 1件につき 2,200円～手配総額の 20％まで 

海外航空券 

日本発着国際航空券手配 （1名様 1件につき） 下限 8,800円～手配総額の 20％まで       

海外発航空券手配    （1名様 1件につき） 下限 8,800円～手配総額の 20％まで 

航空券変更手数料  

（1名様 1件につき・航空会社手数料と運賃差額別途要） 
下限 8,800円～手配総額の 20％まで 

航空券取り消し手数料 

（1名様 1件につき・航空会社手数料別途要） 
下限 8,800円～手配総額の 20％まで 

緊急手配※出発 4営業日前より 

（手配・変更 1名様 1件につき） 
11,000円 

添乗サービ

ス料金 

チーフアテンダント 

＊添乗員統括として旅程管理を行う 

（宿泊渡航費等旅行経費は別途申し受けます） 

バイク 1人 1日につき   78,000円 

バン 1人 1日につき   86,000円 

 

サブアテンダント 

＊チーフ・現地主催会社添乗員統括の下補佐を行

う（宿泊渡航費等旅行経費は別途申し受けます） 

バイク 1人 1日につき  68,000円 

バン 1人 1日につき   76,000円 

  

その他 空港斡旋等 その他サービス 弊社が提示する金額 

変更手続料金 

※ 

運送機関と宿泊機関

等との手配が複合し

た場合 

８人以上の団体手配旅行の場合 
変更に係る部分の変更前の           

旅行代金の             20 ％ 

個人（上記以外の場合） 1件につき 5,500円～手配総額の 20％まで 

運送機関の予約・手配の変更 1件につき 5,500円～手配総額の 20％まで 

宿泊機関の予約・手配の変更 1件につき 3,300円～手配総額の 20％まで 

取消手続料金 

※ 

運送機関と宿泊機関

等との手配が複合し

た場合 

８ 人以上の団体手配旅行の場合 取消に係る部分の旅行代金の  20 ％ 

個人（上記以外の場合） 1件につき 5,500円～手配総額の 20％まで 

未使用乗車船券の精算手配 1件につき 5,500円～手配総額の 20％まで 

宿泊機関の手配の取消し 1件につき 3,300円～手配総額の 20％まで 

連 絡 通 信 費  
お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡

を行った場合 

1件につき          5,500 円 

（電話料、通信料は別） 

(※注)1. 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。 

   2. お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更

手続料金、取消手続料金を申し受けます。 

   3. 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて 1件として扱います。 

   4. 上記料金には消費税が含まれています。 

 

（改：2024年 4月） 

 

 

 

渡航手続代行料金 

区 分 内 容 料 金 

査 証 

（1）観光査証の申請・受領代行（※実費除く） （1国につき）       16,500 円 

（2）電子渡航認証登録手続（※実費除く） 

 ※米国・オーストラリア・ニュージーランド・カナダ等 
（1国につき）       11,000 円 

その他 申請の為の書類作成（申請書・日程表等） 1通につき         5,500 円 

上記に含まれないもの（※実費除く） 弊社が提示する金額  

（※注）1. 上記料金は 1人または 1件を対象とした料金です。 

    2. 上記の各該当料金は合算して申し受けます。 

    3. 渡航手続代行料金には、当該国へ支払う査証料は含みません。別途査証料実費を申し受けます。 

    4. 査証代行申請は当該国により条件が異なる為、別途弊社が提示する額を適用する場合があります。 

    5. 上記の各料金には電話料、通信費、送料等実費は含まれません。別途通信費を申し受ける場合があります。 

    6. 代行手続は査証発給を保証するものでは無いことを予めご承知願います。お客様の都合又は当該国の事情によ

り、旅券・査証等が取得できない場合においても、上記手数料を申し受けます。 

    7. いずれも旅行契約に伴う場合に限り手配を承ります。 

 

相談料金 

区 分 内 容 料 金 

観 光 旅 行 

（1）お客様の旅行計画作成のための相談 
基本料金(30分迄)        5,500円

以降 30分毎         3,300円 

（2）旅行計画の作成 基本料金            22，000円 

及び  

旅行日程 1日につき  11，000円 

（3）日程表作成 旅行日程 1件につき       5,500円 

（4）旅行費用見積り作成 1件につき          7,700円 

（5）旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料（A版）1枚につき   2,200円 

お客様の依頼による出張相談(交通費は別途申し受けます) 1回につき            5,500円 

 

（※注）各注意書も必ずご参照下さい 

各料金には消費税が含まれています。 

上記の各料金は手続きお申し込み後、旅行を中止される場合でも払戻いたしません。取扱・変更手続料金は当該手配を取

消される場合でも払戻いたしません。ご旅行相談料金は旅行契約を締結しない場合、解除される場合でも払戻しいたしま

せん。各種別にあてはまらない手配の場合は、都度、契約の際に料金を明示します。 

 


